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ＴＯＫＯニュースレター 

Ｖｏｌ．１４３/202２年１１月号 

発行日：202２年１１月２１日 

 

．最新情報（2022 年１０月１日～2022 年１０月３１日） 

 

１．業種別委員会 

特になし 

 

２．IFRS 関係（会計制度委員会） 

特になし 

 

３．学校法人会計（学校法人委員会） 

特になし 

 

４．非営利・公会計（非営利法人委員会、公会計委員会） 

CPA 協会 

HP掲載日 
種類 タイトル 内  容 適用時期等 

2022 年 

10 月 24 日 

実 務

指針 

「公会計委員会実

務指針第８号「地

方独立行政法人の

財務諸表に関する

監査上の取扱い及

び監査報告書の文

例」の改正につい

 日本公認会計士協会（公会計委員会）は、2022 年 10 月 13

日に開催された常務理事会の承認を受け、同日付けで「公会計委

員会実務指針第８号「地方独立行政法人の財務諸表に関する監査

上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表しま

したのでお知らせします。 

2023 年 3 月

31 日以降終了

する事業年度か

ら 

アメリカの中間選挙は、上院は民主党、下院は共和党が過半数を取ったと報道されています。上院

と下院での「ねじれ」が生じ、今後バイデン大統領は政権運営に苦慮する局面もありそうです。その

ような中で、トランプ氏が２０２４年の次期大統領選に出馬すると表明しました。「米国を再び偉大

な国にする」とのことです。他国の選挙ではありますが、日本だけではなく世界に影響を与える国だ

けに、今後も目が離せません。 
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て」の公表につい

て 

 

５．IT 関係（テクノロジー委員会）  

CPA 協会 

HP掲載日 
種類 タイトル 内  容 適用時期等 

2022 年 

１０月１７日 

委 員

会 報

告 

ＩＴ委員会実務指

針等の廃止につい

て 

日本公認会計士協会（テクノロジー委員会）では、公認会計士

の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るため、

財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並びに合

意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に取り

組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行ってまいりま

した。上記見直しに伴い、内容が陳腐化している、又は既にその

役割を終了している実務指針等を廃止することとなり、2022

年 10 月 13 日に開催された常務理事会の承認を受けました。つ

きましては、次の実務指針等を同日付けで廃止することといたし

ましたので、お知らせいたします。 

ＩＴ委員会実務指針第６号「ＩＴを利用した情報システムに関

する重要な虚偽表示リスクの識別と評価及び評価したリスクに

対応する監査人の手続について」、その他 

- 

 

６．その他（会計制度委員会等） 

CPA 協会 

HP掲載日 
種類 タイトル 内  容 適用時期等 

2022 年 

１０月７日 

実 務

指針 

監査・保証実務委

員会実務指針等の

廃止について 

日本公認会計士協会（監査・保証基準委員会）では、公認会計

士の提供する業務に関する社会及び会員の理解の促進を図るた

め、財務諸表の監査及びレビュー業務、それ以外の保証業務並び

に合意された手続業務に関する報告書及び実務指針の体系化に

取り組んでおり、関連する公表物の見直しを継続的に行って参り

ました。上記見直しに伴い、既に制度が存在しない、または、既

にその役割を終了している実務指針等を廃止することとなり、

2022年10月13日に開催された常務理事会の承認を受けまし

た。つきましては、次の実務指針等を同日付けで廃止することと

いたしましたので、お知らせいたします。 

監査・保証実務委員会実務指針第 86 号「受託業務に係る内部

統制の保証報告書」、その他 

- 

2022 年 委 員 「監査基準委員会 日本公認会計士協会（監査・保証基準委員会）では、2022 - 
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１０月１７日 会 報

告 

報告書 700「財務

諸表に対する意見

の形成と監査報

告」の改正につい

て」 の公表につい

て 

年10月13日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「監

査基準委員会報告書 700「財務諸表に対する意見の形成と監査

報告」の改正について」を公表いたしましたのでお知らせいたし

ます。 

２０２２年 

１０月１７日 

公 開

草案 

「品質管理基準報

告書第１号実務ガ

イダンス「監査事

務所における品質

管理に関するツー

ル（実務ガイダン

ス）」」（公開草案）

の公表について 

日本公認会計士協会（監査・保証基準委員会）では、監査事務

所の実務の参考に資することを目的として、2021 年 11 月 16

日に改訂された監査に関する品質管理基準において求められて

いる品質管理システムの構築に当たっての具体的な手順や文書

等について検討してまいりました。 

 このたび、「品質管理基準報告書第１号実務ガイダンス「監

査事務所における品質管理に関するツール（実務ガイダンス）」」

（公開草案）として公表し、広く意見を求めることといたしまし

た。 

意見募集期限 

2022 年 

11 月 23 日 

2022 年 

1０月 17 日 

公 開

草案 

「品質管理基準報

告書第１号実務ガ

イダンス「監査事

務所及び監査業務

における品質管理

並びに監査業務に

係る審査に関する

Q&A（実務ガイダ

ンス）」」（公開草

案）の公表につい

て 

日本公認会計士協会（監査・保証基準委員会）では、品質管理

基準報告書第１号「監査事務所における品質管理」及び同２号「監

査業務に係る審査」に従った監査事務所の品質管理並びに監査基

準報告書 220「監査業務における品質管理」に従って監査業務

を実施するに当たって理解が必要と思われる事項について、Ｑ＆

Ａ方式による解説提供の検討を行ってまいりました。 

 このたび、「品質管理基準報告書第１号実務ガイダンス「監

査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る

審査に関する Q&A（実務ガイダンス）」」（公開草案）として公表

し、広く意見を求めることといたしました。 

意見募集期限 

2022 年 

11 月 23 日 

2022 年 

1０月 17 日 

研 究

報告 

「監査基準委員会

研究報告第６号

「監査報告書に係

るＱ＆Ａ」の改正」

及び「公開草案に

対するコメントの

概要及び対応」の

公表について 

日本公認会計士協会（監査・保証基準委員会）では、2022

年10月13日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「監

査基準委員会研究報告第６号「監査報告書に係るＱ＆Ａ」の改正」

及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表いたし

ましたのでお知らせいたします。 

- 

2022 年 

10 月 18 日 

公 開

草案 

「監査基準報告書

600「グループ監

日本公認会計士協会（監査・保証基準委員会）では、2022

年４月に国際監査・保証基準審議会（The International 

意見募集期限 

2022 年 
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査」の改正につい

て」（公開草案） の

公表について 

Auditing and Assurance Standards Board :IAASB）から

公表された、 International Standard on Auditing 600 

(Revised), Special Considerations- Audits of Group 

Financial Statements (Including the Work of Component 

Auditors) に対応するため、関連する監査基準報告書の改正の検

討を行ってまいりました。このたび、ある程度の検討を終えたた

め、公開草案として公表し、広く意見を求めることにいたしまし

た。 

11 月 25 日 

2022 年 

1０月 28 日 

実 務

指針 

会計制度委員会報

告第４号「外貨建

取引等の会計処理

に関する実務指

針」、同７号「連結

財務諸表における

資本連結手続に関

する実務指針」、同

９号「持分法会計

に関する実務指

針」、同 14 号「金

融商品会計に関す

る実務指針」及び

金融商品会計に関

するＱ＆Ａの改正

について 

日本公認会計士協会（会計制度委員会）では、2022 年 10 月

13 日に開催されました常務理事会の承認を受けて、会計制度委

員会報告第４号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、

同７号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、

同９号「持分法会計に関する実務指針」、同 14 号「金融商品会

計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するＱ＆Ａ（以下、

これらを合わせて「外貨建取引等実務指針等」という。）を 2022

年 10 月 28 日付けで公表しましたのでお知らせします。 

2024 年 4 

月 1 日以後開

始する連結会計

年度及び事業年

度の期首から 

適用することと

し、また、2023 

年 4 月 1 日

以後開始する連

結会計年度及び

事業年度の期 

首から早期適用

することができ

る 

2022 年 

10 月 31 日 

委 員

会 報

告 

「倫理規則」の改

正について 

2022 年７月 29 日付けでお知らせしましたとおり、2022

年７月25日に開催された第56回定期総会において倫理規則の

改正（以下「改正倫理規則」という。）が承認されました。本改

正に当たっては、改正倫理規則で参照している「監査基準委員会

報告書」や「品質管理基準委員会報告書」などの報告書の名称変

更等が予定されていたため、定期総会においては、当該名称変更

等を反映した上で、確定版を公表することとしておりました。こ

のたび、名称変更等（注）を反映した確定版を公表いたしますの

で、お知らせいたします。 

- 
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Ⅱ．連絡広場 

ワンポイントメッセージ 

 

上場会社取締役の指名・報酬関連の最近の動向 

（１） 指名・報酬委員会の委員長の社外取締役の就任 

東証の「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況」（2022 年 8月 3 日）によると、プライム

上場企業において任意の指名委員会を設置している会社の割合は 61.6％（前期比＋5.6P）、任意の報酬

委員会を設置している会社の割合は 62.2％（前期比＋5.5P）と、いずれも上昇している。任意の指名

委員会・報酬委員会を設置するプライム上場企業のうち、構成員の過半数を社外取締役とする会社は約 9

割、委員長を社外取締役とする会社は 6割まで増加し、委員会における独立性の確保が進捗していると

言える。経済産業省の「改定ＣＧＳガイドライン」（2022 年 7 月 19日）の【経営陣の指名・報酬の

在り方：指名委員会・報酬委員会の構成・委員長】の記載によると、「任意の指名委員会・報酬委員会に

ついて、構成員の過半数を社外取締役とすること及び委員長を社外取締役とすることを検討すべきであ

る。」とされており、今後も増々、委員会の独立性が進むものと思われる。 

 

（２） 業務執行取締役の報酬（固定報酬・役員賞与）配分の決定 

取締役の個人別報酬等について、取締役会で決定せず再一任する会社が多数（68.8％）を占め、再一

任先として任意の報酬委員会が増加（20.1％、前期比 5.9Ｐ）しているものの、代表取締役が最多で

48.7％を占めた。改定ＣＧコードを受け、法定や任意の報酬委員会を設置する企業が増加したにもかか

わらず、報酬決定権を報酬委員会に委ねずに経営トップが握る企業がなお目立つと言える。 

 

（３） 業務執行取締役の報酬（固定報酬・業績連動報酬＜賞与＞・株式報酬）割合の開示 

2021 年度全株懇調査報告書（2021 年 10月）によると、Ａ（割合の定め：有り、開示：有り）36.2％、

Ｂ（割合の定め：有り、開示：無し）25.7％、Ｃ（割合の定め：無し）22.1％、Ｄ（固定報酬のみ）

16.0％の構成となっている。機関投資家からの要請もあり、今後はＡ（割合の定め：有り、開示：有り）

の割合が増加していくものと思われる。 

 

（４） 役員賞与の連動指標（財務指標・非財務指標） 

 従来、役員賞与の参考指標として営業利益・当期純利益・ＲＯＥ・1 株当たり年間配当金等の短期指

標を使う会社が多かったが、機関投資家からの要請を受けて、中計目標と連動したＫＰＩの導入や、非

財務指標への取り組みをＫＰＩとする会社が増えてきている。例えば、キリンＨＤでは、複数のＥＳＧ

指標を組み合わせるスコアーカードを採用して、中長期インセンティブの 20％が非財務指標により決定

する仕組みとなっている。経済産業省の「改定ＣＧＳガイドライン」（2022 年 7月 19 日）の【経営

陣の報酬の在り方】の記載によると、「非財務指標を用いる場合には、取締役会や報酬委員会において、

経営戦略・経営計画を踏まえた議論を十分に行った上で、用いる指標や定量目標を明確に定め、当該指

標を選択する理由や企業価値との関係性について、透明性の高い開示を行うことが望ましい。」とされて

おり、少しずつ非財務指標の採用が進むものと思われる。 
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（５） 取締役スキルマトリックス（項目と設定の定義） 

 プロネクサスの「招集通知調査結果 2022 年度版」によると、スキルマトリックスの掲載企業は日

経 225 採用銘柄で 212 社（95.5％）、日経 500採用銘柄で 457 社（92.7％）となった。その一方

で、スキルに関する具体的な説明が記載されている企業は、日経 225 採用銘柄で 21 社（9.9％）、日経

500 採用銘柄で 52社（11.4％）となっている。各スキル項目は会社としてどのような意味合いで定義

しているのか、会社の長期ビジョン実現のために必要なスキルを設定するべきだ、との意見も多く、今

後は具体的な説明の記載が進んで行くものと思われる。 

 

 

以上 
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